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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第63期

第１四半期
連結累計期間

第64期
第１四半期
連結累計期間

第63期

会計期間
自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日

自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日

自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日

売上高 (百万円) 12,546 13,571 70,635

経常利益又は経常損失(△) (百万円) △626 108 1,474

四半期(当期)純利益
又は四半期純損失(△)

(百万円) △402 57 812

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 258 173 873

純資産額 (百万円) 41,585 41,354 42,621

総資産額 (百万円) 65,188 65,659 71,444

１株当たり四半期(当期)純利益
金額又は四半期純損失金額(△)

(円) △10.24 1.46 20.66

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) － － －

自己資本比率 (％) 63.8 63.0 59.7
 

(注) １．売上高には、消費税等は含まれていない。

２．「潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額」については、第63期第１四半期連結累計期間におい

ては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため、第64期第１四半期連結累計期間

及び第63期においては、潜在株式が存在しないため記載していない。

３．当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してい

ない。

 

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な

変更はない。

 また、主要な関係会社に異動はない。
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第２ 【事業の状況】

 

(注) 「第２ 事業の状況」に記載している金額には、消費税等は含まれていない。

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」について重要な変更はない。

 なお、重要事象等は存在していない。

 

 
２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はない。

 

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものである。

 

(1) 業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、消費増税に伴う個人消費の反動減や住宅投資の減少など弱い

動きもみられたが、設備投資や公共投資が堅調に推移し、雇用も着実に改善するなど緩やかな回復の動きが続いて

おり、四国地域においてもほぼ全国と同様の状況で推移した。

こうした中、当社グループは、全力をあげて業績の確保に努めた結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売

上高は 13,571百万円(前年同四半期比 8.2％増加)となり、営業損失は 3百万円(前年同四半期は営業損失 814百万

円)、経常利益は 108百万円(前年同四半期は経常損失 626百万円)、四半期純利益は 57百万円(前年同四半期は四

半期純損失 402百万円)となった。

 
セグメントの業績は、次のとおりである。

 
(設備工事業)

当建設業界においては、設備投資や公共投資の増など好調な受注環境が続く一方、原材料費の値上がりによる

工事原価の高まりや労働者不足など困難な状況も続いた。

こうした中、メガソーラーや官民の大型工事の受注増や工事進捗に加え、施工効率の向上など原価低減に努め

た結果、完成工事高は 12,904百万円(前年同四半期比 7.7％増加)、セグメント損失は 70百万円(前年同四半期

はセグメント損失 844百万円)となった。

 
(リース事業)

連結子会社 ㈱ヨンコービジネスが、工事用機械、車両、備品等のリース事業を行っている。

事業環境が厳しい中、新規顧客の開拓に注力する一方、与信管理の徹底などコスト低減に努めた結果、売上高

は 717百万円(前年同四半期比 5.2％増加)、セグメント利益は 77百万円(同 27.7％増加)となった。

 
(その他)

ＣＡＤソフトウェアの販売、指定管理業務、太陽光発電事業を中心に、その他の売上高は 252百万円(同

33.9％増加)、セグメント利益は 15百万円(前年同四半期はセグメント損失 3百万円)となった。
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(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はない。

 

(3) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間の研究開発活動の金額は、設備工事業において 1百万円であり、当該金額には受託研

究にかかる費用 0百万円を含めている。

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はない。

 

(4) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略上の対応方針

当社グループの事業に関して、業績及び財政状態に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスクは、以下の事柄があ

ると認識している。
 

① 主要取引先である四国電力株式会社の設備投資の動向

② 一般建設投資の動向(建設市場の状況、競争環境など)

③ 完成工事原価の変動(材料価格、労務費など)

④ 取引先の倒産等による債務不履行

⑤ 退職給付債務の変動(年金資産の運用利回りなど)

⑥ 投資有価証券の価格変動(金利、株価など)

⑦ 法的規制(法令改廃、行政処分など)
 

当社グループは、これらの想定される事業リスクについて、影響度と顕在化の可能性の観点から分類した上で対

応方針を策定しており、リスク顕在化の未然防止を図るとともにリスク発生時の影響を最小限に留めるよう的確な

対応に努める所存である。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 100,000,000

計 100,000,000
 

 

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成26年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26年８月８日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 40,638,675 40,638,675
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は1,000株である。

計 40,638,675 40,638,675 － －
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項なし。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項なし。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項なし。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金
増減額
(百万円)

資本金
残高

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成26年６月30日 － 40,638,675 － 3,451 － 4,209
 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はない。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成26年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式(自己株式等) － － －

議決権制限株式(その他) － － －

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 1,379,000
 

－ －

完全議決権株式(その他) 普通株式 38,563,000
 

 

38,563 －

単元未満株式 普通株式 696,675
 

 

－ １単元(1,000株)未満株式

発行済株式総数 40,638,675 － －

総株主の議決権 － 38,563 －
 

(注) 「単元未満株式」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が 150株及び当社保有の自己株式が 520株含

まれている。

 

② 【自己株式等】

平成26年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社四電工

高松市松島町１丁目11番22号 1,379,000 － 1,379,000 3.39

計 － 1,379,000 － 1,379,000 3.39
 

 

 

２ 【役員の状況】

該当事項なし。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14号)に準じて記載している。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成26年４月１日から平成

26年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成26年４月１日から平成26年６月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けている。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金預金 4,747 4,195

  受取手形・完成工事未収入金等 17,689 10,104

  リース投資資産 2,583 2,526

  有価証券 449 649

  未成工事支出金 3,881 5,016

  その他のたな卸資産 1,179 1,332

  その他 6,908 8,739

  貸倒引当金 △161 △82

  流動資産合計 37,276 32,483

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物・構築物 15,741 15,741

   土地 11,992 11,988

   その他 10,175 10,809

   減価償却累計額 △16,970 △17,156

   有形固定資産合計 20,938 21,382

  無形固定資産   

   その他 170 172

   無形固定資産合計 170 172

  投資その他の資産   

   投資有価証券 9,689 9,831

   その他 3,391 1,809

   貸倒引当金 △22 △20

   投資その他の資産合計 13,058 11,620

  固定資産合計 34,167 33,176

 資産合計 71,444 65,659
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形・工事未払金等 12,317 7,415

  短期借入金 350 350

  未払金 ※２ 6,380 ※２ 6,378

  未払法人税等 513 66

  その他 4,530 5,657

  流動負債合計 24,092 19,867

 固定負債   

  長期借入金 1,836 1,872

  役員退職慰労引当金 12 6

  退職給付に係る負債 1,783 1,997

  その他 1,097 562

  固定負債合計 4,730 4,437

 負債合計 28,822 24,305

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 3,451 3,451

  資本剰余金 4,221 4,221

  利益剰余金 34,119 32,736

  自己株式 △636 △638

  株主資本合計 41,155 39,771

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 826 965

  退職給付に係る調整累計額 640 617

  その他の包括利益累計額合計 1,466 1,583

 純資産合計 42,621 41,354

負債純資産合計 71,444 65,659
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

売上高   

 完成工事高 11,982 12,903

 その他の事業売上高 564 667

 売上高合計 12,546 13,571

売上原価   

 完成工事原価 11,261 11,616

 その他の事業売上原価 470 547

 売上原価合計 11,732 12,164

売上総利益   

 完成工事総利益 720 1,286

 その他の事業総利益 93 120

 売上総利益合計 814 1,406

販売費及び一般管理費 1,628 1,410

営業損失（△） △814 △3

営業外収益   

 受取利息 18 18

 受取配当金 34 33

 有価証券売却益 73 -

 物品売却益 28 39

 不動産賃貸料 26 25

 その他 8 3

 営業外収益合計 190 120

営業外費用   

 支払利息 0 1

 弔慰金 - 5

 その他 2 1

 営業外費用合計 2 7

経常利益又は経常損失（△） △626 108

特別利益   

 補助金収入 1 -

 特別利益合計 1 -

特別損失   

 固定資産売却損 - 3

 固定資産除却損 0 0

 特別損失合計 0 3

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△624 105

法人税等 △222 47

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△402 57

四半期純利益又は四半期純損失（△） △402 57
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△402 57

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 660 139

 退職給付に係る調整額 - △22

 その他の包括利益合計 660 116

四半期包括利益 258 173

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 258 173

 少数株主に係る四半期包括利益 - -
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【注記事項】

 

(会計方針の変更等)

 
当第１四半期連結累計期間

(自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日)

(会計方針の変更)

「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた

定めについて当第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付

見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法についても、

従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率を使用する方法から退職給付の支払見込期間及び支払

見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更した。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第１四

半期連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加

減している。

この結果、当第１四半期連結会計期間の期首の投資その他の資産の「その他」(退職給付に係る資産)が 1,711

百万円減少し、退職給付に係る負債が 214百万円増加するとともに、利益剰余金が 1,243百万円減少している。

なお、当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微である。
 

 
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

 

 
当第１四半期連結累計期間

(自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日)

税金費用の計算 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税

引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税

引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算している。ただし、当該

見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる

場合には、法定実効税率を使用する方法によっている。
 

 

(四半期連結貸借対照表関係)

 
 １ 保証債務

連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対して、次のとおり債務保証を行っている。

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

㈱宇多津給食サービス 381百万円 ㈱宇多津給食サービス 374百万円

㈱大洲給食ＰＦＩサービス 118百万円 ㈱大洲給食ＰＦＩサービス 118百万円

㈱仁尾太陽光発電 536百万円 ㈱仁尾太陽光発電 525百万円

計 1,035百万円 計 1,018百万円
 

 

※２ 未払金のうち、ファクタリングシステムによる営業上の取引に係る債務は、次のとおりである。

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

 5,928百万円 5,660百万円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

 
当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。

なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりである。

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

減価償却費 314百万円 327百万円
 

 

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月27日
定時株主総会

普通株式 196 5 平成25年３月31日 平成25年６月28日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間末後と

なるもの

該当事項なし。

 

当第１四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月27日
定時株主総会

普通株式 196 5 平成26年３月31日 平成26年６月30日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間末後と

なるもの

該当事項なし。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      (単位：百万円)

 

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３設備工事業 リース事業 計

売上高 11,984 682 12,667 188 12,856 △309 12,546

セグメント利益
又は損失(△)

△844 60 △784 △3 △788 △26 △814
 

(注) １．「その他」 の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＣＡＤソフト販売、指定管理

業務、工事材料の販売等を含んでいる。

２．売上高及びセグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間の内部取引消去等である。

３．セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失(△)と調整を行っている。

 

当第１四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      (単位：百万円)

 

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３設備工事業 リース事業 計

売上高 12,904 717 13,622 252 13,874 △303 13,571

セグメント利益
又は損失(△)

△70 77 6 15 22 △25 △3
 

(注) １．「その他」 の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＣＡＤソフト販売、指定管理

業務、太陽光発電事業、工事材料の販売等を含んでいる。

２．売上高及びセグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間の内部取引消去等である。

３．セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失(△)と調整を行っている。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりである。

 

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額又は
四半期純損失金額(△)

△10.24円 1.46円

(算定上の基礎)   

四半期純利益又は四半期純損失(△) (百万円) △402 57

普通株主に帰属しない金額 (百万円) － －

普通株式に係る四半期純利益又は
四半期純損失(△) (百万円)

△402 57

普通株式の期中平均株式数 (千株) 39,332 39,261
 

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、前第１四半期連結累計期間においては、１株当たり四

半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため、当第１四半期連結累計期間においては、潜在株式が存在

しないため記載していない。

 

 
２ 【その他】

該当事項なし。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項なし。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

 

 

平成26年８月５日
 

株式会社 四 電 工

取 締 役 会 御中
 

 

有限責任監査法人 トーマツ 
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 中 田     明   ㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 久 保 誉 一   ㊞

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社四電工

の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成26年４月１日から平成26

年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成26年４月１日から平成26年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社四電工及び連結子会社の平成26年６月30日現在の財政状

態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての

重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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